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鳴沢村の⼈事⾏政の運営等の状況について 

鳴沢村⼈事⾏政の運営等の状況の公表に関する条例(平成 17 年条例第 9 号)の規定に基づき、令和４年度に
おける鳴沢村⼈事⾏政の運営等の状況について次のとおり公表します 。 

1. 職員の任免及び職員数に関する状況(令和４年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和５年 3 ⽉ 31 ⽇)
(1)職員の採⽤状況

職種区分 採⽤者数 
⼀般⾏政職 １ 
保育士職 １ 
合計 ２ 

(2)職員数（令和４年 4 ⽉ 1 ⽇）
 

※職員数は⼀般職に属する職員数であり、地⽅公務員の⾝分を保有する休職者などを含み、臨時⼜は
⾮常勤職員を除きます 。

(3)離職の状況
区分 退 職 合計 

定年 勧奨 普通 死亡 その他 
⼀般⾏政 1 0 1 0 0 2 
教  育 1 0 0 0 0 1 
特別会計 0 0 0 0 0 0 
合  計 2 0 1 0 0 3 

2. 職員の給与の状況
(1)⼈件費の状況(令和 3 年度普通会計決算)

歳出額（A） ⼈件費（B） ⼈件費率（B/A） 
2,405,566 千円 505,695 千円 21.02   ％ 

(2)職員給与費の状況(令和３年度普通会計決算)
職員数(⼈) 
（A） 

職員給与費 1 ⼈当たり給与費 
（B）／（A）  給料 職員⼿当 期末・勤勉⼿当 計（B） 

48⼈ 166,422 千円 33,168 千円 62,109 千円 261,719 千円 5,452 千円 
(注) 職員⼿当には、退職⼿当は含みません。 

52職員数 
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(3)職員の平均給料⽉額及び平均年齢の状況(令和 ４年 4 ⽉ 1 ⽇現在)
⼀般⾏政職 ⼤学卒初任給 平均給料⽉額 平均給与⽉額 平均年齢 
鳴沢村 182,200 円 302,800 円 332,000 円 40.9歳 
山梨県 190,115 円 328,475 円 415,326 円 42.9歳 
国 182,200 円 323,711 円 - 42.7歳 

(4)初任給の状況（令和４年 4 ⽉ 1 ⽇現在）
区 分 鳴沢村 山梨県 国 

⼀般⾏政職 ⼤学卒 182,200 円 190,115 円 182,200 円 
⾼校卒 150,600 円 156,061 円 150,600 円 

技能労務職 ⾼校卒 147,900 円 158,580 円 − 
中学卒 139,900 円 140,949 円 − 

看護・保険職 ⼤学卒 209,800 円 219,735 円 − 

(5)経験年数別・学歴別平均給料⽉額の状況（令和４年 ４⽉ １ ⽇現在）
区分 経験年数 

10 年 
経験年数

20 年 
経験年数

25 年 
経験年数 

30 年 

⼀般⾏政職 ⼤学卒 271,500 円 347,875 円 − 384,642 円 
⾼校卒 − 280,920 円 − 382,066 円 

 
 
 
 
 

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。税務職・福祉職・保健師職を除く。

(6)昇給への勤務成績の反映状況

令和４年度の⼈事評価の結果を令和５年度の昇給に反映させていく。

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 
標準的
な職務
内容 

主 事 主 任 主 査 主 幹 
課長補佐 

課長 総務課長 
会計管理者 

職員数 4 ⼈ 8 ⼈ 8 ⼈ 9 ⼈ 5 ⼈ 2 ⼈ 36 ⼈ 
構成比 11.1% 22.2% 22.2% 25.0% 13.9% 5.6% 100% 
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(7)期末⼿当・勤勉⼿当の状況
鳴沢村 山梨県 国 
（令和３年度⽀給割合）  
期 末 ⼿ 当  2.40 ⽉分(1.35)⽉分 
勤 勉 ⼿ 当  1.90 ⽉分(0.90)⽉分 

（令和３年度⽀給割合）  
期 末 ⼿ 当  2.40 ⽉分(1.35)⽉分 
勤 勉 ⼿ 当  1.90 ⽉分(0.90)⽉分 

（令和３年度⽀給割合）  
期 末 ⼿ 当  2.55 ⽉分(1.45)⽉分 
勤 勉 ⼿ 当  1.90 ⽉分(0.90)⽉分 

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級数によ
る加算措置  
・役職加算５〜１5％

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級数に
よる加算措置  
・役職加算５〜２０％
・管理職加算１０〜２５％

（加算措置の状況）  
職制上の段階、職務の級数によ
る加算措置  
・役職加算５〜２０％
・管理職加算１０〜２５％

（注）（  ）内は、再任⽤職員に係る⽀給割合です。 

(8)退職⼿当の状況(令和４年  4 ⽉ 1 ⽇現在)

区分 鳴沢村 国 
⾃⼰都合 勧奨・定年 ⾃⼰都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695 ⽉分 24.586875 ⽉分 19.6695 ⽉分 24.586875 ⽉分 
勤続 25 年 28.0395 ⽉分 33.27075 ⽉分 28.0395 ⽉分 33.27075 ⽉分 
勤続 35 年 39.7575 ⽉分 47.709 ⽉分 39.7575 ⽉分 47.709 ⽉分 
最⾼限度額 47.7090 ⽉分 47.709 ⽉分 47.7090 ⽉分 47.709 ⽉分 

(9) 地域⼿当該当
⽀給実績（令和3年度決算） ※派遣職員分 

⽀給職員 1 ⼈当たり平均⽀給年額(令和3年度決算) 191千円 

(10) 特殊勤務⼿当該当なし
(11) 時間外勤務⼿当

⽀給実績（令和3年度決算） 10,700千円 
⽀給職員 1 ⼈当たり平均⽀給年額(令和3年度決算) 255千円 

⽀給実績（令和2年度決算） 5,945千円 
⽀給職員 1 ⼈当たり平均⽀給年額(令和2年度決算) 145千円 
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(12)その他の⼿当（令和４年  4 ⽉ 1 ⽇現在）
区分 ⽀給内容 

扶養⼿当 (1) 配 偶 者 6,500 円
(2) 配偶者以外の扶養親族

扶 養 親 族 た る ⼦   10,000 円
扶養親族たる⽗⺟等    6,500 円

(3) 満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの⼦がいる場合 1 ⼈につき加算 5,000 円

住居⼿当 借家等に居住する職員に⽀給  
借家・借間居住職員に対して家賃の額に応じて最⾼ 28,000 円／⽉まで 

通勤⼿当 (1)交通機関等を利⽤して通勤する場合、最⾼⽉額 55,000 円
(2)⾃動⾞等で通勤する場合(⽚道 2km 以上の通勤者)距離に応じて⽉額 2,000 円〜31,600 円

管理職⼿当 管理または監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき定められた職にある
者に⽀給。職名・職務級の区分に応じ⽉額35,000円〜62,300円  

管理職特別 
勤務⼿当 

週休⽇または休⽇等に勤務した管理職⼿当の⽀給を受ける職員に⽀給 

勤務⼀回につき3,000円~15,000円 
宿⽇直⼿当 1 回 4,400 円 
寒冷地⼿当 世帯主である職員：扶養親族の有無に応じ 10,200 円〜17,800 円(5 ヶ⽉間) 

その他の職員：7,360円 

(13)特別職の給与等の状況
区分 給与⽉額・報酬⽉額 （円） 期末⼿当⽀給割合（⽉分） 

  6 ⽉ 期 1.475 
給 村長 576,000 12 ⽉ 期 1.625 

料 

計 .......... 3.10

副村長 490,000 
  6 ⽉ 期 1.475 
12 ⽉ 期 1.625 
計 .......... 3.10 
  6 ⽉ 期 1.475 

教育長 450,000 12 ⽉ 期 1.625 
計 .......... 3.10 
  6 ⽉ 期 1.60 

報 議長 180,000 12 ⽉ 期 1.75 

酬 

計 .......... 3.35

副議長 158,000 
  6 ⽉ 期 1.60 
12 ⽉ 期 1.75 
計 .......... 3.35 
  6 ⽉ 期 1.60 

議員 150,000 12 ⽉ 期 1.75 
計 .......... 3.35 
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3. 勤務時間その他の勤務条件の状況  
(1) 職員の勤務時間の状況  

勤務時間  開始時刻  終了時刻  休憩時間  
7 時間 45 分  8 時 30 分  17時 15 分  12 時〜13 時  

  
(2) 年次有給休暇の使⽤状況  

令和 ４ 年 １ ⽉ １ ⽇〜令和 ４ 年  12 ⽉ 31 ⽇までの平均取得⽇数 14.2 ⽇  
  

(3) 休暇の導⼊状況（令和４年 4 ⽉ 1 ⽇）  
年次有給休暇  1 暦年毎に 20 ⽇年、20 ⽇を超えない範囲内の残⽇数を繰り越すことができる。  
傷病休暇  負傷または疾病のため療養する必要がある場合、必要と認められる期間。  
特別休暇   
(主なもの)  

特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に与えられる。  
（⾻髄提供、ボランティア、結婚、産前・産後、⼦の看護、配偶者の出産、忌
引、夏季、⽣理休暇など）  

介護休暇  職員が配偶者、⽗⺟等を介護するため、勤務しないことが相当であると認められ
る場合に与えられる。  

  
(4) 育児休業及び部分級業の取得者数（令和４年度）  

区分  育児休業  部分休業  
男性職員  0  0 
⼥性職員  − −  

計  −  −  
  

4. 職員の分限及び懲戒処分の状況  
(1) 分限処分者数（令和４年度） 

処分の内容  処分者数(⼈)  
分限処分  免職  0  

降任  0  
休職  0  
降給  0  

※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の⽬的から、職員がその職責を⼗分に
果たすことができないなど、⼀定の事由がある場合に、免職や休職などの処分を⾏うことです。  

(2) 懲戒処分者数（令和４年度） 
処分の内容  処分者数(⼈)  
懲戒処分  免職  0  

停職  0  
減給  0  
戒告  0  
注意  0  
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5. 職員の職務の状況  
服務規律遵守のための取組  

        ・職員は、全体の奉仕者として地⽅公務員法及び鳴沢村職員服務規程により、守らなければならない義務
が定められており、⾼い倫理性をもって責務の遂⾏に努めて参ります。  

  
6. 職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

(1) 職員研修の概要 （主なもの） 
研修の受講状況（市町村職員研修所）  

内 容 受講者数  
土木講座07 工事検査員研修 １  
土木講座08 工事監督者研修 １  
法制執務研修 １ 
メンタルヘルス研修 ２  
デジタル社会の実現に向けて研修 １  
山梨地⽅⾏財政アカデミー研修 １ 
⾏政経営と効率化-基礎コース研修 １ 
⾃治体DX研修 １ 
採⽤職員新任研修（6 カリキュラム）  2  

  
勤務成績の評定  
令和３年度の⼈事評価の結果を令和４年度の勤勉⼿当に反映させた。  

  
7. 職員の福祉及び利益の保護の状況  

(1) 健康診断  
毎年 1 回、春に健康診断を実施し、職員の健康管理に努める。対象者は全職員で令和４年度は33名が
受診しました。  
また、希望により、⼈間ドックを医療機関で受診することもでき、費⽤の 7 割を共済組合が負担しま 
す。令和４年度は 32名が受診しました。  
  

(2) 災害補償  
地⽅公務員が公務上の災害や通勤による災害にあった場合補償します。
令和４年度は認定件数1件です。  
  
利益保護の状況  
・勤務条件に関する措置の要求の状況           なし  
・不利益署分に関する不服申⽴の状況           なし  
  


